
   地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 要 綱 
第 一 議 会 活 動 の 範 囲 の 明 確 化 

  議 会 は 、 会 議 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 案 の 審 査 又 は 議 会 の 運 営 に 関 し 協 議 又 は 調 整 を 行 う た め の

場 を 設 け る こ と が で き る も の と す る こ と 。 

（ 第 百 条 第 十 二 項 関 係 ） 

第 二 議 員 の 報 酬 に 関 す る 規 定 の 整 備 

  議 員 の 報 酬 の 支 給 方 法 等 に 関 す る 規 定 を 他 の 行 政 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 の 支 給 方 法 等 に 関 す る 規 定 か ら

分 離 す る と と も に 、 報 酬 の 名 称 を 議 員 報 酬 に 改 め る こ と 。 

（ 第 二 百 三 条 及 び 第 二 百 三 条 の 二 関 係 ） 

第 三 施 行 期 日 等 

 一 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る も の

と す る こ と 。 

 二 関 係 法 律 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う こ と 。 
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（ 附 則 関 係 ） 


